
（仮称）奈良県自転車活用推進計画｣の施策体系図（案）

実施すべき施策 担当課

1. サイクルツーリズムの基盤となる

　　サイクリングルートの維持管理
1-1-1 広域的な周遊観光サイクリングルートの改善 道路マネジメント課

1-2-1 サイクルステーションの利用促進 道路マネジメント課

1-2-2 サイクルトレイン等の実施に向けた検討 道路マネジメント課

1-2-3 自転車を利用した周遊観光を支える拠点施設の充実を図るため、認定の推進 道路マネジメント課

1-3-1 自転車観光などの情報発信の充実 道路マネジメント課、スポーツ振興課、観光力創造課

1-3-2 奈良の特性を活かしたサイクルイベントの開催 道路マネジメント課、スポーツ振興課

1. 市町村における計画策定の促進 2-1-1 市町村版自転車活用推進計画・自転車ネットワーク計画等の策定支援 道路マネジメント課

2. 公共交通を補完する

　　シェアサイクルの利用促進
2-2-1 サイクルポート設置に向けた施設管理者への働きかけ 道路マネジメント課

2-3-1 地域内の自転車通行空間の整備推進 道路マネジメント課

2-3-2 自転車通勤の促進 道路マネジメント課

3-1-1 ライフステージに応じた交通安全教育の実施 交通企画課

3-1-2 教職員及び公務員に対する交通安全教育の実施 体育健康課、交通企画課

3-1-3 地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の推進 交通企画課

3-1-4 交通安全に関する指導技術の向上 交通企画課

3-2-1 自転車用ヘルメットの着用率向上に向けた取組の推進 県民くらし課、交通企画課

3-2-2 交通安全意識向上及び自転車の通行ルールの周知 県民くらし課、交通企画課

3-2-3 自転車運転者講習制度の着実な運用 交通企画課

3-2-4 市町村の実施する自転車の安全対策の実施に向けた支援 県民くらし課

3-2-5 自動車・二輪車ドライバーに対する安全啓発の実施 交通企画課

3-2-6 自転車損害賠償保険等への加入の周知 県民くらし課、体育健康課、交通企画課

3-3-1 自転車の安全な交通の確保に資する交通規制の実施 道路マネジメント課、交通規制課

3-3-2 違法駐車の積極的な取締り 交通指導課

3-3-3 自転車指導啓発重点地区、路線における重点的な取締りの実施 交通指導課

措置

1. 観光振興　～巡る～

自転車による観光地への

周遊を促すサイクルツーリズ

ムの推進

2. サイクルツーリズムを誰もが

　　楽しめる受け入れ環境の充実

3. サイクリングを楽しむための

　　情報発信の充実

2. まちづくり　～賑わう～

自転車を快適に利用でき

る良好な生活環境の形成 3. 県民の健康増進に向けた、自転車通勤の

    促進や自転車利用環境の充実

3. 安心安全　～守る～

安全で安心な自転車利用

文化の醸成

1. 自転車による安全利用の

　　促進に向けた交通安全教育の推進

2. 交通安全意識の向上に

　　資する広報啓発活動の推進

3. 自転車の安全で円滑な

　　交通の確保に向けた取組の充実

目標


